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研究成果の概要（和文）：本研究は主要国が地域貿易協定を通じて規制の国際的調和をどのような規制分野でどの程度
推進しようとしているかを実証分析し、そうした動きと多国間のフォーラムを通じた規制の国際的調和との間にどのよ
うな動態的な関係が形成されているかを明らかにすることを目指した。研究を通じて、特に広域FTAと呼ばれる最近の
自由貿易協定の交渉において、競争政策の分野で国有企業の財政上・規制上の優遇に対する統制という主題が新たに提
起されていることを明らかにした。このテーマについては多国間のフォーラムが存在せず、広域FTAの動きがOECDなど
の多国間フォーラムによるこのテーマの検討を促す可能性がある。

研究成果の概要（英文）：This research aimed at analyzing efforts to harmonize regulation through regional 
trade agreements, and at elucidating the relationship between such efforts and regulatory harmonization 
through multilateral fora. One of the achievements of the research is the new attempt at controling 
financial and regulatory preference to state-owned enterprises (SOEs) through mega-FTAs, notably the 
Trans-Pacific Partnership (TPP). Though there is no multilateral forum on this theme, this new attempt 
through the TPP may trigger elaboration of harmonized rules on the issue by multilateral forums, in 
particular by the OECD.

研究分野： 国際経済法

キーワード： 地域貿易協定　規制の国際的調和　環太平洋パートナーシップ（TPP)　国有企業規制
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１．研究開始当初の背景 
(1)地域貿易協定（RTA: 経済連携協定(EPA)
及び自由貿易協定(FTA)を含む）に関する従
来の国際経済法学の研究は、主として地域貿
易協定と多角的貿易機構（GATT・WTO)と
の法的関係と、多角的貿易機構を通じた法的
関係の調整について行われてきた。そこでは、
地域貿易協定と多角的貿易機構を、貿易自由
化という共通の目的を達成するための手段
として並列的にとらえた上で、両者の関係を
明確化することで、グローバルな貿易自由化
体制の全体像を把握することが目指されて
いる。このような視点では、しかしながら、
地域貿易協定が、貿易自由化だけでなく、さ
まざまな分野の規制の国際的調和を志向し
ているという側面が見落とされている。 
 
(2)規制の国際的調和は多国間のフォーラム
を通じて行われる場合と、地域貿易協定など
二国間のフォーラムを通じて行われる場合
がある。このうち、世界関税機関(貿易円滑化)、
世界知的所有権機関(知的財産権)、国際標準
化機関(基準認証)など、多国間のフォーラム
を通じた規制の国際的調和については、研究
代表者の 2008 年の単著を初めとする先行研
究が存在するが、最近盛んになってきた地域
貿易協定を通じた規制の国際的調和につい
ては、これまでほとんど研究が行われてこな
かった。 
 
２．研究の目的 
(1)本研究は、最近盛んになってきた地域貿易
協定を通じた規制の国際的調和の推進とい
う政策について、実証分析を踏まえてその有
効性、可能性と政策的な課題を明らかにする
ことを目的とする。 
 
(2)具体的には、(1)日本及び欧米などの主要国
の地域貿易協定を通じた規制の国際的調和
の実証分析、(2)多国間のフォーラムを通じた
規制の国際的調和作業との動態的な関係の
解明、を行ったうえで、(3)地域貿易協定を通
じた規制の国際的調和推進策の有効性、可能
性とその限界を明らかにし、(4)日本が規制の
国際的調和を推進するためにとるべき総合
的な対外経済政策（地域貿易協定政策と多国
間フォーラムへの働きかけの双方)への示唆
を得ることを目指す。 
 
３．研究の方法 
(1)上記の研究目的を達成するため、まず、
日本、米国、EU などの主要国の地域貿易協定
を素材として、これらがどのような規制分野
で国際的調和を図ろうとしているかを実証
的に分析した。具体的には、貿易円滑化、知
的財産権、競争法・競争政策、労働基準の 4
つの規制分野に着目し、これらに関する地域
貿易協定の規定内容と、それが国際的調和に
果たす役割を明らかにしようとした。 
 

(2)次に、地域貿易協定を通じた規制の国際
的調和が多国間のフォーラムを通じた規制
の国際的調和とどのような関係を持ってい
るかを分析した。以上 2つの実証分析は、主
として公刊されている資料やデータにより
ながら進めたが、可能な限り政策担当者にヒ
ヤリングなどを行って、公刊資料・データか
ら得られる情報を補完した。研究期間中に、
環太平洋パートナーシップ(TPP)、間大西洋
貿易投資パートナーシップ(TTIP)、日欧経済
連携協定など、多数の国が参加する広域 FTA
の交渉が開始され、そこでは規制の国際的調
和に関してもさまざまな先端的な規定が盛
り込まれる見通しであることが明らかにな
った。 
 
(3)そこで、これらの広域 FTA における規制
の国際的調和の見通しについても、可能な限
り実証的な分析を進めた。 
 
４．研究成果 
(1)本研究の成果は、大別すると 2 つにまと
められる。第 1 に、日本が参加する広域 FTA
である環太平洋パートナーシップ（TPP）に
ついて、その背景と意義、予想される合意の
内容とそれが日本の規制・制度や他の締約国
の規制・制度に及ぼす影響を詳細に分析し、
さらには TPP を初めとする広域 FTA が貿易・
投資に関するグローバルな規制・制度のあり
方に与えるインパクトを明らかにしたこと
である。第 2 に、TPP が導入しようとしてい
る規制の国際的調和に関する新たなルール
とその意義を明らかにしたことである。 
 
(2)TPP 交渉では厳格な情報統制が行われて
おり、交渉参加国の交渉提案などは公表され
ていない。しかし、交渉参加国が過去に締結
した FTA の内容、交渉参加国政府のウェブサ
イトに掲載された情報、ワシントンベースの
貿易情報誌に掲載された情報、メディアにリ
ークされた交渉文書などを総合することで、
TPP の内容をかなり詳細に予測することは可
能である。本研究は、このような方法を通じ
て TPP の予想される内容を明らかにした。 
 
(3)分析の結果明らかになったのは、グロー
バルにバリューチェーンを展開する企業が
効率的な事業展開を行うことを可能とする
透明で開かれた規制・制度環境を確保すると
いう観点から、TPP が規制の国際的調和に関
していくつかの革新的な規定を設けている
ことである。その一つは貿易円滑化、原産地
規則など産品の通関手続の円滑化に関わる
規制である。もう一つは、工業製品の基準・
認証制度や食品安全に関わる基準などに関
して、WTO の関連協定を上回る高次の透明性
を保証する規定を設けたことである。さらに、
TPP は競争政策に関連して、国有企業に対す
る財政上及び規制上の優遇を統制する新た
な規制を導入した。この最後の規制について



は、例外的に優遇が許容される国有企業のリ
ストを国別の附属書に上げるネガティブ・リ
スト方式が採用される見込みである。 
 
(4)TPP はバリューチェーンのグローバル化
を進める企業にとって良好な事業環境を確
保するために、以上のような規定を設けてお
り、その内容が交渉中の他の広域 FTA でも参
照されることを通じて、21世紀の貿易・投資
に関する事実上の世界標準を提供する可能
性がある。しかし、これはあくまでも可能性
であって、現実には広域 FTA のルールが断片
化する可能性なしとしない。また、広域 FTA
から排除される途上国、特に後発途上国にと
っては、バリューチェーンのグローバル化か
らも排除され、経済発展が望めなくなる恐れ
がある。以上に鑑みると、TPP に盛り込まれ
る新しい規制を WTO に取り込んで、真の意味
でグローバルな規制に高めてゆくことが必
要である。以上の研究結果を多くの研究論文
や学会発表を通じて公表した。 
 
(5) 最後に、TPP が導入しようとしている規
制の国際的調和に関する新たなルールとし
て、国有企業に対する財政上及び規制上の優
遇の統制に関わるルールに注目した。これは
市場における国有企業と内外の私企業との
競争関係の歪曲を是正することを目指すル
ールであり、これまで地域貿易協定がほとん
ど扱ってこなかった競争法・競争政策の実体
規律に関して国際的調和を志向するもので
ある。このルールがTPPを超えて他の広域FTA
でも採用されることになるのか、さらには
WTO などの多国間のフォーラムでも採用され
ることになるのかについては、現在では予測
の域を出ない。しかし、国有企業に関する規
制は、市場に対する国家の介入がどこまで正
当化されるかという経済法、ひいては国際経
済法の基本的な組織原理に関わる重要なテ
ーマであり、今後の動向にも引き続いて注意
してゆく必要がある。このような観点から、
国有企業に関する規制の国際的調和につい
ては、英文で学会発表 2件を行った他（2012
年）、試論的な論考を英文で公表した。 
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